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ご自身の補償 ……
相手方への賠償 …
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ステップ1
基本の補償

特約・割引など

特約・割引 ………… P.8

ステップ3

※マイカー共済ロードサービスは、四輪自動車
契約で人身傷害補償または車両損害補償をご
契約いただいた場合にご利用いただけます。

「無共済車傷害」              
が付いています。

無制限

他車運転資格者＊1が「他人の自動車」を借りて
運転中に事故を起こしたとき、被共済者から
のお申し出がありマイカー共済が認めた場
合にはマイカー共済から優先して支払います。
借りた車の自動車共済（保険）契約の有無に
かかわらずお支払いしますので、貸主に迷惑
をかけません（一定の制限あり）。

無共済（保険）車との事故で、死亡または後遺
障がいを負ったとき、相手方から充分な補償
が受けられないときにお支払いします。

＊1 他車運転資格者とは、主たる被共済者とその配偶者、
それぞれの同居の親族、別居の未婚の子＊2を指します。

＊2 別居の未婚の子とはいまだ結婚していない子
をいい、離婚または配偶者の死亡により単身と
なった子は含みません。

※対人賠償と同額の補償となります。

「他車運転危険補償」付き！

特約・割引制度

選べる特約・割引はほかにも！

運転者の限定で
7％割引に

【　　　　　】運転者本人・
配偶者限定特約

最高限度額が
1億円に

【　　　　　】自転車賠償責任
補償特約

詳しくはP.8へ

おすすめ安心タイプにも
特約・割引を適用できます。

※詳細はP.6でご確認ください。

【付随諸費用補償】
（自動付帯）

お車の事故により発生する
さまざまな費用を補償
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